佐賀市建築審査会包括同意基準
（建築基準法第４３条第２項第２号許可）
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１　趣旨
この基準は、建築基準法第４３条第２項第２号の規定に基づき、建築審査会の同意が必要な建築許可に際して、その敷地の周囲に広い空地等を有する建築物で、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないものについて、あらかじめ包括的に建築審査会の同意を得ること（以下「包括同意」という。）を定めて、許可の手続きの迅速化を図るものである。

２　適用の範囲
この基準は、建築基準法第４３条第２項第２号（接道義務の特例）許可を行う場合に適用する。

３　包括同意の基準
「別紙１ 包括同意基準」による。

４　建築審査会の同意
特定行政庁は、この包括同意基準に適合している建築許可申請については、既に建築審査会が同意したものとして、許可することができる。

５　建築審査会への報告
特定行政庁は、この包括同意により許可した場合は、許可の直後に開催される建築審査会へ報告するものとする。


附　則
この基準は、平成11年8月30日から施行する。
附　則
この基準は、平成11年10月28日から施行する。
附　則
この基準は、平成17年4月21日から施行する。
附　則
この基準は、平成27年3月31日から施行する。
附　則
この基準は、平成30年11月26日から施行する。
附　則
この基準は、令和6年7月18日から施行する。
